
低
所
得
の
施
設
利
用
者
の
食
費
・

居
住
費
の
軽
減
要
件
の
見
直
し

　

低
所
得
の
方
が
施
設
を
利
用
す

る
際
、
食
費
・
居
住
費
が
軽
減
さ

れ
る
「
負
担
限
度
額
認
定
」
の
制

度
に
つ
い
て
、
利
用
者
負
担
段
階

の
う
ち
第
２
・
３
段
階
を
判
定
す

る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
課
税

年
金
に
加
え
て
非
課
税
年
金
の
遺

族
年
金
・
障
害
年
金
も
新
た
に
勘

案
し
ま
す
。

新
た
に
勘
案
さ
れ
る
主
な
非
課
税

年
金
／
○
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺

族
基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金

○
厚
生
年
金
法
に
よ
る
遺
族
厚
生

年
金
・
障
害
厚
生
年
金　

○
共
済

各
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
・
障

害
共
済
年
金

既
に
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
／
現

在
お
持
ち
の
認
定
証
は
７
月
末
で

期
限
が
切
れ
ま
す
。
既
に
認
定
証

を
お
持
ち
の
方
に
は
「
更
新
の
お

知
ら
せ
」
を
６
月
下
旬
（
予
定
）

に
送
付
し
ま
す
の
で
、
引
き
続
き

施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る
方

介
護
保
険
料
・
介
護
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

は
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
添
付
書
類
を
添
え
て
７

月
中
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い

　

在
宅
で
介
護
保
険
を
利
用
さ
れ

て
い
る
65
歳
以
上
の
方
の
う
ち
、

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
に
は
、

利
用
者
負
担
の
２
分
の
１
を
支
給

し
ま
す
。
支
給
を
受
け
る
た
め
に

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
既
に
受

給
さ
れ
て
い
る
方
の
再
度
の
申
請

は
原
則
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
／
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

○
介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
が
第

１
～
３
段
階
（
住
民
税
世
帯
非
課

税
）
の
方　

※
平
成
28
年
度
の
所

得
段
階
は
７
月
中
旬
（
予
定
）
に

送
付
す
る
介
護
保
険
料
決
定
通
知

書
を
ご
覧
く
だ
さ
い　

○
介
護
保

険
料
の
滞
納
が
な
い
方　

※
生
活

保
護
を
受
給
し
て
い
る
方
を
除
く

対
象
サ
ー
ビ
ス
／
在
宅
サ
ー
ビ
ス

助
成
額
／
利
用
料
（
利
用
者
負
担

額
）
の
２
分
の
１　

※
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
利
用
者
負
担
額
か
ら
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
を
差
し
引
い
た
額

の
２
分
の
１
を
支
給
し
ま
す

申
込
み
／
印
鑑
（
認
印
）
と
振
込

み
を
希
望
さ
れ
る
方
の
通
帳
（
本

人
又
は
家
族
名
義
）
を
持
参
し
、

長
寿
い
き
が
い
課
介
護
推
進
担

当
、
両
支
所
福
祉
グ
ル
ー
プ

　

同
一
世
帯
の
65
歳
以
上
の
方
全

員
の
年
金
収
入
及
び
そ
の
他
の
合

計
所
得
の
合
計
が
一
定
以
上
の
場

合
、
利
用
者
負
担
割
合
が
２
割
と

な
り
ま
す
。
要
介
護
認
定
を
受
け

ら
れ
て
い
る
方
全
員
に
利
用
者
負

担
割
合
を
記
載
し
た
「
負
担
割
合

証
」
を
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま

す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
て

い
る
方
で
、
１
か
月
の
利
用
者
負

担
が
高
額
に
な
っ
た
時
は
、
申
請

に
よ
り
超
え
た
金
額
が
「
高
額
介

問
い
合
わ
せ
／
長
寿
い
き
が
い
課
介
護
推
進
担
当
（
内
線
２
６
７
３
・
２
６
７
５
）

護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
支
給
さ

れ
ま
す
が
、
現
役
並
み
所
得
の
方

は
、
平
成
27
年
８
月
利
用
分
よ
り

限
度
額
が
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
現
役
並
み
所
得
者
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
一
世
帯
の

第
１
号
被
保
険
者
の
収
入
合
計
が

一
定
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

一
般
世
帯
に
戻
し
ま
す
。
戻
す
た

め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
対
象

に
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に
は
、

後
日
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上

の
方
）
に
平
成
28
年
度
の
保
険
料

額
を
７
月
中
旬
（
予
定
）
に
通
知

し
ま
す
の
で
、
期
日
内
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
特
別

徴
収
（
年
金
天
引
き
）
と
普
通
徴

収
（
納
付
書
又
は
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
）
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

（
１
）
特
別
徴
収

　

老
齢
（
退
職
）
年
金
・
遺
族
年

金
・
障
害
年
金
等
が
年
額
18
万
円

以
上
あ
る
方
は
、
年
金
の
支
払
い

の
際
に
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま

す
。

　

た
だ
し
、
最
近
鴻
巣
市
へ
転
入

し
て
き
た
方
や
65
歳
を
迎
え
た
ば

か
り
の
方
等
は
、
す
ぐ
に
年
金
か

ら
の
天
引
き
が
開
始
さ
れ
ま
せ

ん
。
し
ば
ら
く
の
間
、
普
通
徴
収

（
納
付
書
又
は
口
座
振
替
に
よ
る

納
付
）
で
の
お
支
払
い
を
お
願
い

し
ま
す
。

（
２
）
普
通
徴
収
（
納
付
書
又
は

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
）

　
（
１
）
以
外
の
方
は
、
納
付
書

又
は
口
座
振
替
に
よ
る
お
支
払
い

を
お
願
い
し
ま
す
。
保
険
料
は
、

７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の
８
回

に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

※
保
険
料
の
納
付
に
は
、
口
座
振

替
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
便
利
で

す
。
口
座
振
替
を
ご
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
口
座
番
号
の
わ
か
る
も

の
と
通
帳
印
を
持
参
の
う
え
、
長

寿
い
き
が
い
課
・
両
支
所
福
祉
グ

ル
ー
プ
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
手
続
き
の
日
か
ら
１

か
月
以
内
に
納
期
限
を
迎
え
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
口
座
振
替
が
間

に
合
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い

８
月
か
ら
の
改
正
内
容

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
負
担
額
助
成
金
事
業

（
鴻
巣
市
独
自
給
付
）

平
成
28
年
度
の
介
護
保
険

料
は
７
月
に
通
知
し
ま
す

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

負
担
限
度
額

介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
送
付
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